
『北海道みんなの日』Instagramページ運用ポリシー（案）について 
 

『北海道みんなの日』「Instagram」運営要領第５第１項に基づき、次のとおり運用
ポリシーを定め、Instagram上に明示する。 
 

『北海道みんなの日』Instagramページ運用ポリシー 
１．運営 
本ページの運営は、環境生活部くらし安全局道民生活課（以下「道民生活課」とい

う。）が行います。 
本ページでは、『北海道みんなの日』や『北海道みんなの日エピソードコンテスト』

に関するさまざまな情報を発信します。 
 

２．個人情報の取り扱いについて 
『北海道みんなの日』Instagram（以下「本 Instagram」という。）ページで取得し

た個人情報については、「北海道公式ウェブサイト」の「個人情報の取り扱いについ
て」 
（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/chui/kojinjoho.htm）に準じて取り扱います。 

 
３．コメントについて 
コメント機能の設定はオフにしてあります。 
道民生活課へのご意見、お問い合わせについては、電子メールで受け付けます。 

（アドレス：kansei.dousei3@pref.hokkaido.lg.jp） 
 

４．発信時間 
 原則として、平日の業務時間内に行います。 
 
５．禁止事項 
本 Instagramは、皆様から『北海道みんなの日エピソードコンテスト』にご応募い

ただいた写真及びコメントを道民生活課にて「北海道みんなの日エピソードコンテス
ト実施要領」などに基づき精査の上、道民生活課が投稿いたします。 

内容が次に挙げる事項に該当すると判断した場合は、応募者に断りなく投稿いたし
ませんので、あらかじめご了承ください（投稿後に同事項に該当すると判断した場合
は、削除いたします）。 
・法律、法令等に違反する内容、または違反するおそれがあるもの 

・個人、企業、団体等に対する誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーの侵害など、不
利益をあたえるもの 
・人種・思想・信条等の差別または差別を助長させるもの 
・虚偽、事実と異なる内容、単なる風評や風評を助長させるもの 
・政治、宗教活動など、特定のイデオロギーの宣伝又は勧誘を意図するもの 
・広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの 
・第三者の著作権、商標権、肖像権、その他知的財産権を侵害するもの 
・公序良俗に反するもの、公共の福祉に反するもの 
・その他、道民生活課が不適切と判断したもの 
 

６．留意事項 

 本 Instagramの運用に当たっては、次に掲げる事項に留意します。 
  ・道のアカウントであることを証明するため及びなりすましによる誤情報の流布

を防ぐため、本 Instagramのアカウント名を道民生活課のホームページ上に明示
します。 

 ・アカウントの運用主体及び投稿内容については、本 Instagramのプロフィール
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欄に明示します。 
  ・道民生活課が策定した本 Instagram運用ポリシーは、道民生活課のホームペー

ジに掲載します。 
  ・投稿する際は、地方公務員法をはじめとする関係法令や職員の責務、情報の取

り扱いに関する規定を遵守します。 
  ・意図せずして発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせたりした

場合は、誠実に対応するとともに、正しく理解されるように努めます。 
 
７．免責事項 
本ページへの投稿は細心の注意を払って行っておりますが、情報の正確性、完全性、

有用性について保証するものではありません。 
本ページに関連して、著作権者や肖像権などあらゆる権利を有するものからの権利

侵害・損害賠償等の主張がなされた場合は、応募者の責任と負担で解決するものとし、
北海道はその責任を負わず、また関与しません。 
本ページに関連して起因するいかなる損失、免責、被害、費用その他の申し立てに

ついては北海道はその責任を負いません。 
本ページの内容は、予告なく変更することがあります。  
道民生活課は、予告なく運用方針の変更や運用方法の見直し又は運用の中止をする

場合があります。 
 

８．その他 
 本 Instagram 運用ポリシーの実施について必要な事項は、「北海道みんなの日エピ
ソードコンテスト実施要領」によるものとします。 

 
 


